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教育データ利活用と憲法

	 	憲法論の現状
　教育データ利活用は，子ども一人ひとりの能力や特

性に応じたきめ細かい教育を可能にする施策として期

待されている反面，プライバシー権（憲法13条）をは

じめとする憲法上の権利を損なうリスクが指摘されて

いる．けれども，国や地方自治体における法的検討は，

個人情報保護法（以下「個情法」という）に関する議論に

偏りがちであり，憲法論は希薄なのが現状である．

　たとえば，文部科学省が2023年3月に公表した「教

育データの利活用に係る留意事項」	☆ 1（以下「留意事

項」という）は，その大部分が個情法の解説で占めら

れている．「個人情報の取扱いに当たっては個人情

報保護法に準拠していれば十分というわけではなく，

プライバシーの保護も求められます」と付言されて

はいるが，「プライバシーの保護」と題する項目の分

量はわずか 2頁強であり，個人情報保護法に関する

「個人情報の適正な取扱い」と題する項目の約 10分

の 1にすぎない．また，ほかの憲法上の権利にはほ

とんど言及がない．

　さらに，「プライバシーの保護」という項目でも，

憲法上のプライバシー権については，「国民の私生

活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべ

きことを規定している憲法第 13条が，個人の私生

活上の自由の一つとして，何人も，個人に関する情

報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由等

を認める判決等もみられます．他方で，いわゆる『プ

ライバシー権』として主張される内容は，個人情報の

☆1	https://www.mext.go.jp/content/20230317-mxt_syoto01_000028144_001.pdf

取扱いに直接関係しないものも含め，極めて多様か

つ多義的なものになっており，判例等から一義的な

定義を見出すことは困難です」とだけ記されるにと

どまっている．

	個情法と憲法
　しかし，留意事項にも明記されているように，「プ

ライバシーの保護に当たっては個人情報保護法に準

拠していれば十分というわけでは〔なく〕」，「個人情

報の取扱いが，個人情報保護法に照らして外形上問

題がなかったとしても，プライバシーの保護が十分

でなかった場合，国家賠償法に基づく国家賠償請求

等のリスクが発生するおそれがあ〔る〕」．憲法はすべ

ての法令に優越する「最高法規」であるため（憲法98

条 1項），憲法上のプライバシー権を侵害する行為は，

たとえ個情法に準拠していたとしても，違法と評価

され得る．

　また，個情法は憲法上のプライバシー権を具体化

する立法という性格を有している．個情法の目的で

ある「個人の権利利益を保護すること」（同法 1条）

の意味についてはさまざまな見解があるが，そこで

いう「権利」にプライバシー権が含まれることには異

論がない．個人情報保護委員会が作成した広報資料

「個人情報保護法の基本」1）にも図示されているよう

に（図 -1），個人情報保護法制の最上位には憲法があ

り，個情法はその下に位置づけられている．そのた

め，個情法の諸規定を解釈する際には，憲法上のプ

ライバシー権を考慮することが不可欠である．

	

	権利内容の多義性・不明確性
　たしかに，留意事項が「いわゆる『プライバシー権』
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の場面においてプライバシー権との関係で留意すべ

き事項についても，若干言及したい．なお，教育デー

タ利活用の場面で問題となる憲法上の権利はプライ

バシー権に限られないが，ほかの権利については紙

幅の関係で割愛する．	

憲法上のプライバシー権

学説
　プライバシー権は，元々は「私生活秘匿権」として

理解されてきた．日本の裁判例では，1964年に下さ

れた「宴のあと」事件判決☆2が「私生活をみだりに公

開されないという法的保障ないし権利」を承認した

のがその端緒といわれている．

　しかし，1970 年代以降になると，情報社会の進

展により，こうした私生活秘匿権だけでは不十分だ

と考えられるようになった．そこで通説化したのが，

自己情報を誰に対してどの範囲で開示し利用させる

かを自らコントロールする権利をプライバシー権の

☆2	東京地判昭和 39 年 9月 28 日判時 385 号 12 頁．

として主張される内容は，……極めて多様かつ多義

的なものになっており，判例等から一義的な定義を

見出すことは困難」だと指摘していることは，的を射

ている面がある．プライバシー権については，憲法

上に明文規定が存在しない（憲法上の権利の総則的

規定である憲法13条から導かれる）上，多様な学説

が提唱されており，しかも学説と判例の間に小さか

らぬ溝があるため，その内容を把握することは容易

ではない．

　もっとも，権利内容について学説上の対立がある

ことはごく一般的であるし，学説と判例の間に溝が

あることも珍しくない．「判例等から一義的な定義を

見出すことは困難」という事情は，程度の差こそあれ，

憲法上の権利に広くあてはまる．また，内容が多義

的で不明確な権利であればあるほど，専門的な法的

知識を有しない教職員や教育委員会職員等に向けて

丁寧に解説する必要性が高いとも考えられるだろう．

　そこで，本稿では，法学を専門としない方々を主

な読者と想定して，憲法上のプライバシー権に関す

る簡単な解説を行いたい．また，教育データ利活用

図 -1　個人情報保護法の全体像
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内容とする「自己情報コントロール権説」である．同

説の主唱者である佐藤幸治は，思想・信条・前科な

どのセンシティブな情報を「プライバシー固有情報」，

氏名・住所・生年月日などの単純な情報を「プライバ

シー外延情報」と名付けた上，後者については正当な

目的のために適切な方法で用いることが許されるが，

前者については意に反する収集・利用・開示が原則

的に禁止されると説いた 2）．

　その後の学説は，この自己情報コントロール権説

を一応の基礎にしつつ，情報技術のさらなる発展を

踏まえて，そこに一定の修正を施している．たとえば，

今日の通説は，インターネットが広く普及し，単純情

報からもセンシティブ情報を検索し得るようになっ

たことなどを考慮して，単純情報にも相当の保護を

認めるべきだと解している．また，大量の情報がデー

タベースや情報システムに集積され利用されている

現状に鑑みて，情報収集等の個別具体的な行為のみ

ならず，データベース等の構造ないしアーキテクチャ

自体にも統制を及ぼすべきだと解している 3）．

　さらに，最近の憲法学では，AI技術等の発展によ

り，情報処理のプロセスが一般人には理解困難なほ

ど複雑化しており，本人の意思によらない客観的な

保護措置の重要性が増していることなどを踏まえて，

「自己情報コントロール権」という概念自体を否定す

る学説も有力化しつつある．たとえば，曽我部真裕

は，「自己情報コントロール権説は，プライバシーあ

るいは個人情報保護においてコントロールの側面を

過度に強調することによって，代替的な保護手段や

客観的な保護措置などを含む個人情報保護法制全体

の立法指針を提供できない」という問題意識から，プ

ライバシー権を「個人情報の保護を求める権利」と捉

え，自己情報のコントロールは当該権利を実現する

ための一手段にすぎないと解している 4）．

　以上のとおり，学説上のプライバシー権論は，情

報社会の進展に伴って活発化してきた．今日の学説

は，百家争鳴の状態となりつつあるが，従来型の自

己情報コントロール権説を議論の出発点としつつ，

同説の欠点をいかに克服するかを問題にする，とい

う点ではおおむね共通している．

	判例
　他方，最高裁判例は，上記のような学説状況とは

対照的に，プライバシー権の権利内容を定式化する

ことに慎重であり，自己情報コントロール権説を正

面から採用したこともなければ，そもそも憲法 13

条によって「プライバシー権」が保障されると明言し

たことすらない．

　しかし，それは最高裁がプライバシー権の保障を

否定していることを意味しない．判例は，憲法 13

条により，国民の私生活上の自由が（私人間の関係だ

けでなく）公権力の行使に対しても保護されること

が認められると解した上，そこでいう「私生活上の自

由」として，学説がプライバシー権に含めるさまざ

まな自由を個別的に承認してきた．たとえば，京都

府学連事件判決☆3は「みだりにその容ぼう・姿態を

撮影されない自由」，指紋押捺制度事件判決☆4は「み

だりに指紋の押なつを強制されない自由」，住基ネッ

ト事件判決☆5は「個人に関する情報をみだりに第三

者に開示又は公表されない自由」を認めている．

　また，判例は，プライバシー権による保護の有無・

程度を判断する際，主に情報の性質と取扱いの態様

という2つの要素を考慮している（図 -2）．

　このうち情報の性質については，「秘匿性」が高い

☆3	最大判昭和 44 年 12 月 24 日刑集 23 巻 12 号 1625 頁．
☆4	最判平成 7年 12 月 15 日刑集 49 巻 10 号 842 頁
☆ 5	最判平成 20 年 3月 6日民集 62 巻 3号 665 頁．

図 -2　プライバシー権に関する判例の考慮要素
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得るため，その可否等はきわめて慎重に検討される

べきだろう．

　第 2に，教育データの主体である児童生徒は判

断能力が未熟である場合が多い上，先端技術を用い

た情報処理が将来にわたっていかなる影響をもたら

すかは大人でも予測が困難である．また，学校側と

児童生徒側の力関係は非対等であり，後者が前者

からの要請を拒絶することは容易ではない．それゆ

え，この場面でプライバシー権を守るためには，「自

律」のみならず「保護」の観点も重要となる．たとえ

ば，個情法 69条 2項は，「本人の同意」がある場合

に保有個人情報の目的外利用を認めており，未成年

者でも一定の判断能力があれば同意の主体になり得

るとされているが，本人が同意したからといって目

的外利用が広く許容されたのでは，児童生徒のプラ

イバシー権を損なうおそれがある．そのため，同項

に付された「本人……の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められるときは，この限りでない」

というただし書をプライバシー権に適合的に解釈す

るなどして，本人が同意したとしても許されない目

的外利用のラインを画定すべきだと考えられる．

　教育データ利活用のメリットを最大限に活かすた

めにも，プライバシー権侵害のリスクを低減するよ

うな制度設計と運用を期待したい．
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ほど強い保護が認められる．判例上，氏名，生年月

日，性別，住所，電話番号などの単純情報は秘匿性

が低いものと評価される一方，個人の内心に関する

情報や前科・犯罪歴などは秘匿性が高いものと評価

されており，指紋などの生体情報はそれらの中間に

位置づけられている．

　他方，取扱いの態様は，「情報の（イ）収集，（ロ）保

管・利用，（ハ）開示・公表の各場面」に分けられる 5）．

伝統的なプライバシー権である私生活秘匿権との関

係では「開示・公表」が中心的な問題となるはずだが，

判例は他の場面でもプライバシー権の保護を認めて

いる 6）．

　このように，情報の性質に応じて保護の程度に差

をつける点や，情報の開示・公表だけでなく収集や

保管・利用の場面にも保護を及ぼす点は，判例のみ

ならず学説においてもほぼ異論がない．その意味

で，これらの点はプライバシー権論の「最大公約数」

といってもよいかもしれない．	

留意すべきポイント

　上記のようなプライバシー権を考慮した場合，教

育データ利活用の場面では，いかなる点に留意すべ

きだろうか．本格的な検討は別稿に譲るとして，こ

こでは特に重要と考えられるポイントを 2つだけ指

摘したい．

　第 1に，教育データ利活用がどこまで許されるか

は，利活用される情報の性質によって異なる．個情

法上の「要配慮個人情報」にあたらない場合であって

も，センシティブ情報や生体情報については，慎重

な取扱いが求められる．また，他の情報を分析する

ことでセンシティブ情報を推測（プロファイリング）

する場合にも，センシティブ情報を直接収集する場

合に準じた慎重さが求められるものと解し得る．た

とえば，児童生徒の脈拍や瞳孔の動きなどから感情

を推測する「感情センシング」は，生体情報を扱う上，

場合によっては思想や信条といった内心まで推測し
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